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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成30年7月19日(2018.7.19)

【公開番号】特開2018-87246(P2018-87246A)
【公開日】平成30年6月7日(2018.6.7)
【年通号数】公開・登録公報2018-021
【出願番号】特願2018-35032(P2018-35032)
【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年4月26日(2018.4.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の作用因子を含む経口製剤であって、該複数の作用因子は、ブロッコリー種子抽出物
、レッドオレンジ抽出物およびブドウ種子抽出物を含み、被験体により該経口製剤が摂取
されると、該複数の作用因子のうちの少なくとも１つが、Ｎｒｆ２関連遺伝子の発現をモ
ジュレートし、該Ｎｒｆ２関連遺伝子は、内在性の抗酸化物質をコードする少なくとも１
つの遺伝子、および細胞性解毒物質をコードする少なくとも１つの遺伝子を含み、該複数
の作用因子のうちの少なくとも１つは炎症を弱める、経口製剤。
【請求項２】
前記Ｎｒｆ２関連遺伝子が、ＮＦＥ２Ｌ２、ＧＣＬＭ、ＧＣＬＣ、ＧＳＲ、ＧＳＴＡ１、
ＧＰＸ１、ＧＰＸ４、ＨＭＯＸ１、Ｎ００１、ＳＲＸＮ１、ＳＯＳＴＭ１、Ｓ００１、Ｕ
ＧＴ１Ａ６、ＮＯＳ２、ＮＯＳ３およびＰＴＧＳ２からなる群から選択される、請求項１
に記載の経口製剤。
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【請求項３】
前記複数の作用因子のうちの少なくとも１つが、前記Ｎｒｆ２関連遺伝子のうちの少なく
とも１つの発現における年齢関連の変化を実質的に逆転させる、請求項２に記載の経口製
剤。
【請求項４】
前記複数の作用因子が一緒になって少なくとも５つのＮｒｆ２関連遺伝子の発現をモジュ
レートする、請求項１に記載の経口製剤。
【請求項５】
前記複数の作用因子のうちの少なくとも１つが、内在性の抗酸化物質をコードする遺伝子
もしくは細胞性解毒物質をコードする遺伝子を上方制御するか、または、被験体の組織に
おける自己貪食を刺激する、請求項１に記載の経口製剤。
【請求項６】
前記複数の作用因子は、αリポ酸、ブドウ全体の抽出物、オリーブ葉抽出物、オリーブ果
実抽出物、コエンザイムＱ１０、ザクロ抽出物、クルクミン、ＥＧＣＧ、ルテイン、リコ
ペン、ゼアキサンチン、レスベラトロール、五味子抽出物、酸果桜桃、チョウセンニンジ
ン、ローズマリー抽出物およびＣｏｒｄｙｃｅｐｓ　ｓｉｎｅｎｓｉｓのうちの少なくと
も１つをさらに含む、請求項１に記載の経口製剤。
【請求項７】
２０重量％から３０重量％までのブロッコリー種子抽出物、２５重量％から３５重量％ま
でのレッドオレンジ抽出物、および４５重量％から５５重量％までのブドウ種子抽出物を
含む、請求項１に記載の経口製剤。
【請求項８】
カプセル剤、錠剤、散剤、飲料、ウエハー、菓子類、チュアブル剤、ゲル剤、ペースト剤
、エリキシル剤、シロップ剤、ドロップ剤およびロゼンジ剤からなる群から選択される剤
形で存在する、請求項１に記載の経口製剤。
【請求項９】
微結晶性セルロース、二酸化ケイ素、ステアリン酸、食品グレードのガム、レシチンおよ
び固結防止剤からなる群から選択される少なくとも１つの賦形剤をさらに含む、請求項１
に記載の経口製剤。
【請求項１０】
治療に使用するための、請求項１～９のいずれか一項に記載の経口製剤。
【請求項１１】
被験体の細胞における治療的解毒の促進に使用するための、請求項１～１０のいずれか一
項の経口製剤。
【請求項１２】
被験体の細胞における解毒のための、請求項１～９のいずれか一項に記載の経口製剤の使
用。
【請求項１３】
前記複数の作用因子が一緒になって少なくとも５つのＮｒｆ２関連遺伝子の発現をモジュ
レートする、請求項１０または１１に記載の使用のための経口製剤。
【請求項１４】
前記複数の作用因子のうちの少なくとも１つが、前記被験体の組織における自己貪食を刺
激する、請求項１０または１１に記載の使用のための経口製剤。
【請求項１５】
投与によって、
　１２５ｍｇのレッドオレンジ抽出物、２１０ｍｇのブドウ種子抽出物および１１５ｍｇ
のブロッコリー種子抽出物の日投薬量；または
　０．１５ｍｇから１８ｍｇのレッドオレンジ抽出物、０．３ｍｇから３０ｍｇのブドウ
種子抽出物、および０．１５ｍｇから１６．５ｍｇのブロッコリー種子抽出物の体重１ｋ
ｇあたりの投薬量
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が前記被験体に提供される、請求項１０または１１に記載の使用のための経口製剤。
【請求項１６】
被験体における健康を促進する方法において使用するための、代謝性能を強化する複数の
作用因子を含む性能強化製剤、および、請求項１～９のいずれかに記載の解毒製剤であっ
て、該方法は、
　該被験体に性能強化製剤および解毒製剤を投与すること
を含み、該解毒製剤が、該被験体への該性能強化製剤の投与から２４時間以内に該被験体
に投与される、製剤。
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